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【別紙２】 

墨田区文化芸術振興基本条例概要 

 

１ 目的 

  墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め、区民等、文化芸術団体及び事

業者の役割並びに区の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する基本的施策

の方向性を定めることにより、人々がいきいきと躍動し、魅力と活力あふれるすみだをつ

くりあげていくことを目的とする。 

 

２ 基本理念 

 ⑴ 文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が尊重されるとともに、誰もが身近に文化

芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなけ

ればならない。 

 ⑵ 地域で育まれた伝統ある文化芸術が保護され、継承されるとともに、新たな文化芸術

の創造及び発展が図られなければならない。 

 ⑶ 区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携し、及び協働し、様々な施策

が推進されるよう配慮されなければならない。 

 

３ 区民等、文化芸術団体及び事業者の役割 

 ⑴ 区民等は、互いの文化芸術活動を尊重しつつ、自主的な文化芸術活動を通じて、文化

芸術の活性化に寄与するよう努めるものとする。 

 ⑵ 文化芸術団体は、自主的な文化芸術活動を一層推進するとともに、地域社会の一員と

して文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たすよう努めるものとする。 

 ⑶ 事業者は、地域社会の一員としてその保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動

を展開するとともに、文化芸術活動を支援する役割を果たすよう努めるものとする。 

 

４ 区の責務 

 ⑴ 文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供、情報の収集及び提供等の体制の整備を

行うものとする。 

 ⑵ 文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする。 

 ⑶ 地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする。 

 

５ 文化芸術活動の環境の整備 

  区は、区民等が創造的な文化芸術活動を行い、身近なものとして文化芸術に親しむこと

ができる環境の整備を推進するものとする。 
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６ 文化芸術活動のネットワークの構築 

  区は、文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネット

ワークの構築を推進するものとする。 

 

７ 文化芸術情報の収集及び発信 

  区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信するこ

とができる環境を整備するものとする。 

 

８ 子どもに対する文化芸術施策の充実 

  区は、子どもの感性及び想像力を育むため、子どもが文化芸術に触れ、又はこれを体験

する機会を提供するものとする。 

 

９ 高齢者、障害者等に対する文化芸術施策の充実 

  区は、高齢者、障害者等が文化芸術に親しむとともに、自主的な文化芸術活動を行うこ

とができるよう、必要な施策を実施するものとする。 

 

10 伝統文化の顕彰及び継承 

  区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し、及び顕彰し、これを未

来に引き継ぐため、必要な施策を行うものとする。 

 

11 多文化共生及び国内・国際交流の推進 

  区は、文化芸術活動を通じて、互いの文化を理解し、認め合う多文化共生社会の実現を

目指すとともに、国内外における交流の推進を図るものとする。 

 

12 人材等の活用 

  区は、区が行う文化芸術施策に対して必要な助言を受けるため、文化芸術に関する専門

的な知識及び経験を有する者、特定非営利活動法人等を活用するものとする。 

 

13 施行期日等 

  公布の日  

 

 


